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日5 3 31年 月

株式会社　財全ＧＲＯＵＰ

沖縄県浦添市仲西3丁目15番5号
財全ＧＲＯＵＰ･ＢＬＤ

（ 第 期 ）

自

至

令和

令和



負 債 の 部

科　　　　目 金　　　額

資 産 の 部

科　　　　目 金　　　額

円 円

株式会社　財全ＧＲＯＵＰ

貸 借 対 照 表 令和  5 年  3 月 31 日現在

【         】 【 】【 】【         】 1,015,924,926流 動 資 産 流 動 負 債 25,028,591

【         】 【 】（ ）（            ） 42,956,195現 金 及 び 預 金 固 定 負 債 685,538,533

945,005,098営 業 貸 付 金 長 期 借 入 金 615,538,533

【 】【         】 179,242,611固 定 資 産 社 債 70,000,000

（ ）（            ） 42,478,724有 形 固 定 資 産

（ ）（            ） 31,052,800無 形 固 定 資 産 負 債 の 部 合 計 710,567,124

（ ）（       ） 105,711,087 純 資 産 の 部投 資 等

【 】【         】 63,832繰 延 資 産

【         】 【 】株 主 資 本 484,664,245

（       ） （ ）資 本 金 50,000,000

（           ） （ ）資 本 剰 余 金 53,000,000

（           ） （ ）利 益 剰 余 金 381,664,245

純 資 産 の 部 合 計 484,664,245

1,195,231,369資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 1,195,231,369



金　　　　　　　　　　額科　　　　　　　　　　目

円

株式会社　財全ＧＲＯＵＰ

損 益 計 算 書
自 令和  4 年  4 月  1 日

至 令和  5 年  3 月 31 日

【         】総 売 上 高 135,110,604

【         】売 上 原 価 5,315,863

（ ）売 上 総 利 益 129,794,741

【                    】販売費及び一般管理費 127,710,012

（ ）営 業 利 益 2,084,729

【           】営 業 外 収 益 1,078,632

【         】特 別 利 益 6,607,818

【         】特 別 損 失 5,729,001

（ ）税引前当期純利益 4,042,178

法人税、住民税及び事業税 1,990,927

（ ）当 期 純 利 益 2,051,251


